
 
航
空

機

か
ら

の

落
下

物

に
関

す

る
質

問

主
意

書 

    

右
の

質

問
主

意

書
を

提

出
す

る

。 

  
 

平

成
二

十

八
年

十

一
月

十

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

出
者 

 

長 
 

妻 
 

 
 

 

昭 
 

 

   

衆

議

院
議

長 

大 

島 

理 

森 

殿 



 

航
空
機
か
ら
の
落
下
物
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
 現

在
、
羽
田
空
港
の
国
際
便
の
拡
張
に
と
も
な
い
、
従
来
は
海
上
で
あ
っ
た
、
旅
客
機
の
離
発
着
ル
ー
ト
が
、
人
口
密
集
地

の
上
空
と
な
る
。
そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。 

今
後
新
た
に
、
人
口
密
集
地
の
上
空
を
飛
行
す
る
ル
ー
ト
で
何
便
が
離
発
着
す
る
の
か
。
上
空
を
飛
ぶ
地
名
と
便
数
と
離
発

着
時
間
帯
を
お
示
し
願
い
た
い
。
世
界
で
こ
れ
ほ
ど
の
便
数
が
人
口
密
集
地
の
上
空
を
飛
ぶ
事
例
は
あ
る
の
か
。
安
全
対
策
は

万
全
な
の
か
。
内
閣
の
見
解
を
問
う
。 

航
空
機
か
ら
の
部
品
脱
落
、
い
わ
ゆ
る
落
下
物
（
以
下
、「
航
空
機
落
下
物
」
と
い
う
）
に
関
し
て
お
尋
ね
す
る
。 

航
空
法
第
百
十
一
条
の
四
及
び
航
空
法
第
百
三
十
四
条
に
基
づ
く
報
告
の
定
義
を
お
示
し
い
た
だ
い
た
上
で
、
こ
の
報
告
に

よ
る
と
、
全
国
で
航
空
機
落
下
物
の
事
案
は
何
件
あ
る
の
か
、
過
去
十
年
の
件
数
を
お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
平
成
二
十
七

年
度
一
年
間
の
す
べ
て
の
脱
落
部
品
の
名
称
、
大
き
さ
、
重
量
、
落
下
場
所
、
落
下
し
た
日
付
を
お
示
し
願
い
た
い
。 

ま
た
、
で
き
る
だ
け
遡
っ
て
、
過
去
、
最
大
重
量
の
航
空
機
落
下
物
は
ど
の
く
ら
い
の
重
さ
な
の
か
、
お
示
し
願
い
た
い
。

名
称
、
大
き
さ
、
重
量
、
落
下
場
所
、
落
下
し
た
日
付
、
被
害
状
況
を
お
示
し
願
い
た
い
。
さ
ら
に
過
去
、
重
量
の
重
い
順
に



航
空
機
落
下
物
ワ
ー
ス
ト
五
を
前
述
の
項
目
と
と
も
に
お
示
し
願
い
た
い
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
航
空
落
下
物
の
現
状
に
つ
い
て
内
閣
の
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
。 

羽
田
空
港
の
国
際
便
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
落
下
物
対
策
を
ど
の
よ
う
に
検
討
し
た
の
か
、
検
討
の
経
緯
と
対
策

の
詳
細
に
つ
い
て
内
閣
の
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
。 

 
 

右
質
問
す
る
。 


